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平成２５年度予算・地方財政対策及び税制改正について

平成２５年１月１５日
地 方 六 団 体

我が国は東日本大震災からの復興をはじめ、円高・デフレ
や人口構造の激変などの大きな課題をかかえている。これら
の課題に直面している地方においては、疲弊した地域経済へ
の対策に厳しい行財政改革によって得られた財源等を有効に
活用し、懸命に努力している。
地域経済の再生なくして、日本経済の再生はない。政府は、

大規模な平成２４年度補正予算と平成２５年度予算を一体とし
て速やかに編成し、切れ目なく経済再生のための施策を講じ
るとされているが、国と地方が連携・協力してこそ日本の再
生は実現できるのであり、地方も責任を持って、政府ととも
に経済再生・国民生活の安定に積極的に取り組んでいく。
そのため、平成２５年度予算・地方財政対策及び税制改正

について、以下のような地方の声を反映したものとしていた
だきたい。

１．平成２５年度予算・地方財政対策
社会保障関係経費の増等による厳しい地方財政の状況を踏

まえ、地方自治体の安定的な財政運営に不可欠な地方税、地
方交付税等の一般財源の総額について、実質的に平成２４年
度の水準を下回らないように確保していただきたい。
なお、地方はこれまで国に先んじて人員の大幅な削減や独

自の給与削減を断行し、既に国を上回る不断の行革を実施し
ている。今後の地方公務員給与については、国・地方を通じ
た中長期的な行財政改革の中で協調していくことが必要であ
り、まずは厳しい地域経済を回復基調に乗せるべきことを考
慮いただき、国から一方的に給与削減を強制することなく、
地方において自主的かつ適切な対応が図れるよう、地方交付
税総額の確保に十分配慮いただきたい。
平成２５年度予算においても、大規模補正予算における全

国的な防災・減災対策、成長分野等への重点投資、中小企業
経営や雇用確保等に対するきめ細かな支援、農林水産業の活
性化等、地域経済の活性化策に引き続き取り組むとともに、
国の予算の動向は地方の予算編成に大きな影響を与えること
から、可能な限り早期の予算編成に努めていただきたい。
また、公的資金補償金免除繰上償還については、今年度末

に期限が到来するが、被災団体をはじめ地方団体の財政健全
化を進めるため、平成２５年度以降も公債費負担の軽減措置
を引き続き実施していただきたい。
さらに、地域自主戦略交付金の見直しについては、地域経

済に悪影響を与えることのないよう事業の継続性に配慮する
とともに、地方の意見を十分反映するものとしていただきた
い。

２．平成２５年度税制改正
現行の地方税収が厳しい状況にあることなどを踏まえ、税

制改正に当たっては、地方の財政運営に十分配慮して制度設
計をしていただきたい。
特に、自動車取得税及び自動車重量税については、道路整

備などに対する貴重な財源であることから基本的に堅持すべ
きであり、具体的な代替税財源を示すことなく見直すことは
断じてあってはならない。また、地球温暖化対策のための税
の使途を森林吸収源対策にも拡大するとともに、その一部を
地方財源化するなど、地方の役割等に応じた税財源を確保す
る仕組みを構築すべきである。
住民税における新たな税額控除の導入は厳に慎むべきであ

り、消費税率引上げに際し新たな住宅対策を講じる場合も、
現在の住宅ローン控除の取扱いの経緯を踏まえ、所得税から
控除しきれない額について所得税からの税源移譲の範囲内で
控除するとともに、その減収額を全額国費で補てんする取扱
いを堅持されたい。
固定資産税は地方自治体の重要な基幹税目でありその安定

確保を図るとともに、償却資産に係る固定資産税について
も、償却資産の保有と市町村の行政サービスとの受益関係に
着目して課するものとして定着していることから、現行制度
を堅持されたい。
ゴルフ場利用税についても、所在地の行政需要に対応する

貴重な財源となっていることから、現行制度を堅持された
い。
なお、国と地方の税源配分を国と地方の役割分担に見合っ

た形で見直すとともに、地方消費税の充実や地方法人課税の
あり方を見直すこと等により、税源の偏在性が小さく税収が
安定的な地方税体系を構築することで、さらなる地方分権改
革を進めていただきたい。

協
議
の
場
の
冒
頭
、
あ
い
さ
つ

の
中
で
安
倍
総
理
は
、
日
本
経
済

再
生
を
図
る
た
め
に「
安
倍
内
閣

で
は
、地
方
が
活
力
を
取
り
戻

し
、
成
長
し
て
い
く
た
め
に
投
資

を
し
て
ま
い
り
ま
す
」
と
述
べ
た

平
成
２４
年
度
で
第
３
回
と
な
る

国
と
地
方
の
協
議
の
場
が
１
月
１５

日
、
総
理
官
邸
で
開
催
さ
れ
、
地

方
六
団
体
の
代
表
者
が
出
席
し
政

府
側
の
代
表
者
と
意
見
を
交
わ
し

た
�
出
席
者
は
下
掲
。
本
会
か
ら

は
関
谷
博
・
会
長
（
下
関
市
議
会

議
長
）
が
出
席
し
た
�
写
真
左
。

協
議
事
項
は
▽
経
済
対
策
▽
平

成
２５
年
度
予
算
編
成
及
び
地
方
財

政
対
策
―
に
つ
い
て
。
当
日
、
地

方
側
は
地
方
六
団
体
名
で
政
府
側

に
対
し
、
要
請
文
を
提
出
し
た
�

左
掲
。
要
請
の
う
ち
、
２５
年
度
予

算
及
び
地
方
財
政
対
策
で
は
、
地

方
公
務
員
給
与
に
関
し
、
地
方
に

対
し
給
与
削
減
を
強
制
し
な
い
こ

と
な
ど
を
求
め
た
。
そ
の
う
え

で
、
地
方
に
お
い
て
自
主
的
か
つ

適
切
な
対
応
が
図
れ
る
よ
う
、
地

方
交
付
税
総
額
の
確
保
に
配
慮
す

る
よ
う
求
め
て
い
る
。

国
側
出
席
者

▽
安
倍
晋
三
・
内
閣
総
理
大
臣
▽

麻
生
太
郎
・
副
総
理
、
財
務
大
臣

▽
菅
義
偉
・
内
閣
官
房
長
官
▽
新

藤
義
孝
・
総
務
大
臣
、
内
閣
府
特

命
担
当
大
臣
（
地
方
分
権
改
革
）

▽
甘
利
明
・
内
閣
府
特
命
担
当
大

臣
（
経
済
財
政
政
策
）

地
方
側
出
席
者

▽
山
田
啓
二
・
全
国
知
事
会
会
長

▽
林
正
夫
・
全
国
都
道
府
県
議
会

議
長
会
副
会
長
▽
森
民
夫
・
全
国

市
長
会
会
長
▽
関
谷
博
・
全
国
市

議
会
議
長
会
会
長
▽
藤
原
忠
彦
・

全
国
町
村
会
会
長
▽
�
橋
正
・
全

国
町
村
議
会
議
長
会
会
長

政
府
は
１
月
１１
日
に
日
本
経
済

再
生
に
向
け
た
緊
急
経
済
対
策
を

閣
議
決
定
し
た
。
同
対
策
で
は
▽

復
興
・
防
災
対
策
▽
成
長
に
よ
る

富
の
創
出
▽
暮
ら
し
の
安
心
・
地

域
の
活
性
化
―
の
３
分
野
を
重
点

項
目
に
掲
げ
て
い
る
。

安
倍
政
権
で
は
「
経
済
の
再

生
」
を
政
策
の
一
丁
目
一
番
地
と

位
置
付
け
て
お
り
、
重
点
項
目
の

実
現
を
図
る
た
め
に
も
、
金
融
緩

和
や
財
政
政
策
な
ど
を
講
じ
る
必

要
性
が
あ
る
と
し
て
い
る
。
今
回

の
緊
急
経
済
対
策
は
、
国
の
補
正

予
算
に
よ
る
財
政
支
出
１３
・
１
兆

円
、
事
業
規
模
に
し
て
２０
・
２
兆

円
と
大
規
模
な
も
の
。

（昭和３６年１２月２０日第三種郵便物認可）

第1857号１月２５日平成25年
（2013年）

緊緊
急急
経経
済済
対対
策策
をを
閣閣
議議
決決
定定

政府

政
府
側
代
表
へ
要
請

地
方
財
政
に
配
慮
を
国と地方の
協議の場

（１） 平成２５年１月２５日 第１８５７号
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本
会
の
関
谷
博
・
会
長
（
下
関

市
議
会
議
長
）
ら
地
方
六
団
体
の

代
表
者
は
１
月
８
日
、
安
倍
晋
三

・
内
閣
総
理
大
臣
は
じ
め
、
菅
義

偉
・
内
閣
官
房
長
官
、
新
藤
義
孝

・
総
務
大
臣
の
ほ
か
、
自
由
民
主

党
、
公
明
党
の
幹
部
ら
に
要
請
活

動
を
実
施
し
た
�
要
請
先
は
左

掲
。
要
請
は
１２
月
２６
日
に
安
倍
新

内
閣
が
発
足
し
た
こ
と
に
伴
い
、

実
施
さ
れ
た
も
の
。
要
請
内
容
は

「
平
成
２４
年
度
補
正
予
算
」
「
平

成
２５
年
度
予
算
及
び
税
制
改
正
」

「
国
と
地
方
の
協
議
の
場
の
積
極

的
な
活
用
」
の
３
項
目
と
な
っ
て

い
る
�
３
面
を
参
照
。

要
請
の
う
ち
、
平
成
２４
年
度
補

正
予
算
に
つ
い
て
は
「
地
域
経
済

の
回
復
な
く
し
て
日
本
経
済
の
再

生
は
な
い
」
と
断
じ
た
う
え
で
、

補
正
予
算
を
▽
全
国
的
な
防
災
・

減
災
事
業
▽
農
林
水
産
の
活
性
化

等
▽
地
域
経
済
の
活
性
化
対
策
―

な
ど
に
活
用
す
る
よ
う
主
張
し

た
。
補
正
予
算
関
連
の
要
請
に
対

し
て
は
、
安
倍
総
理
も
「
地
域
の

再
生
な
く
し
て
日
本
の
再
生
な
し

と
の
考
え
方
で
政
治
を
進
め
て
い

き
た
い
」
と
述
べ
、
同
意
す
る
姿

勢
を
示
し
た
。

ま
た
、
平
成
２５
年
度
予
算
関
連

の
要
請
で
は
、
毎
年
増
加
す
る
社

会
保
障
関
連
経
費
の
増
加
等
に
よ

り
、
地
方
財
政
の
厳
し
い
状
況
等

を
勘
案
す
べ
き
と
し
た
。
そ
の
う

え
で
地
方
税
、
地
方
交
付
税
な
ど

一
般
財
源
総
額
に
つ
い
て
は
平
成

２４
年
度
の
水
準
を
下
回
ら
な
い
よ

う
確
保
す
る
こ
と
を
要
請
し
た
。

今
回
の
要
請
で
は
昨
年
１２
月
に

行
わ
れ
た
衆
議
院
総
選
挙
に
伴

い
、
越
年
と
な
っ
て
い
る
予
算
編

成
に
つ
い
て
も
明
記
。
国
の
予
算

の
動
向
は
地
方
の
予
算
編
成
に
大

き
な
影
響
を
与
え
る
た
め
、
可
能

な
限
り
早
期
の
予
算
編
成
に
努
め

る
よ
う
求
め
た
。

地地
方方
六六
団団
体体
要要
請請
先先（（
順順
不不
同同
））

大
臣

▽
安
倍
晋
三
・
内
閣
総
理
大
臣
▽

菅
義
偉
・
内
閣
官
房
長
官
▽
新
藤

義
孝
・
総
務
大
臣

自
由
民
主
党

▽
高
村
正
彦
・
副
総
裁
▽
野
田
聖

子
・
総
務
会
長
▽
高
市
早
苗
・
政

務
調
査
会
長
▽
細
田
博
之
・
幹
事

長
代
行
▽
河
村
建
夫
・
選
挙
対
策

委
員
会
委
員
長
▽
竹
下
亘
・
組
織

運
動
本
部
長
▽
土
屋
正
忠
・
総
務

部
会
長

公
明
党

▽
山
口
那
津
男
・
代
表
▽
井
上
義

久
・
幹
事
長
▽
石
井
啓
一
・
政
務

調
査
会
長

税税
制制
改改
正正
でで
もも
要要
請請

２５
年
度
予
算
と
あ
わ
せ
て
求
め

た
税
制
改
正
で
は
▽
地
球
温
暖
化

対
策
▽
車
体
課
税
関
係
―
な
ど
を

要
請
し
た
。
う
ち
、
地
方
六
団
体

が
堅
持
を
求
め
て
い
る
自
動
車
取

得
税
・
自
動
車
重
量
税
で
は
、
か

ね
て
よ
り
関
係
団
体
か
ら
廃
止
要

望
が
出
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
れ

ら
車
体
課
税
が
廃
止
さ
れ
た
場

合
、
地
方
財
源
全
体
で
５
０
０
０

億
円
近
く
税
収
減
と
な
る
。
税
収

の
９
割
近
く
が
市
町
村
へ
配
分
さ

れ
て
い
る
現
状
を
考
慮
す
る
と
、

代
替
案
を
示
さ
ず
廃
止
す
る
場

合
、
地
方
に
対
し
厳
し
い
財
政
運

営
を
強
い
る
こ
と
に
つ
な
が
る
。

要
請
で
は
、
自
動
車
取
得
税
・

重
量
税
に
つ
い
て
は
基
本
的
に
は

堅
持
す
べ
き
と
し
、
廃
止
す
る
場

合
も
具
体
的
な
代
替
税
財
源
を
示

す
べ
き
と
し
て
い
る
。
関
谷
会
長

は
安
倍
総
理
と
の
面
談
の
際
、
車

体
課
税
に
つ
い
て
、「
廃
止
し
た
場

合
は
大
き
な
影
響
が
あ
る
の
で
、

代
替
案
を
し
っ
か
り
出
し
て
い
た

だ
い
て
、
慎
重
に
議
論
を
進
め
て

い
た
だ
き
た
い
」
と
述
べ
た
。

政
府
・
与
党
へ
要
請
活
動
展
開

２５
年
度
予
算
・
税
制
改
正
な
ど
地 方
六団体

自由民主党の高市政務調査会長に対し要請

公明党の山口代表、井上幹事長に対し要請

菅内閣官房長官に対し要請

自由民主党の高村副総裁、野田総務会長、河村選対委員
長、細田幹事長代行、竹下組織運動本部長に対し要請

自由民主党の土屋総務部会長に対し要請

安倍総理に対し要請

新藤総務相に対し要請

第１８５７号 平成２５年１月２５日 （２）（第三種郵便物認可）全 国 市 議 会 旬 報
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平成２４年度補正予算及び平成２５年度予算に係る要請について
我が国は東日本大震災からの復興を
はじめ、円高・デフレや人口構造の激
変などの大きな課題をかかえていま
す。安倍総理は、「危機突破内閣」を
組織されたが、我々は、新内閣がこれ
ら課題に果敢に取り組み、地方と連携
・協力することでこれらの課題を解決
し、日本再生を成し遂げられることを
期待します。
また、衆・参両院での地方分権推進
決議から約２０年となります。新内閣に
おかれては、これまで進めてきた地方
分権改革の歩みを止めることなく、現
場を重視し、住民の視点に立って、さ
らなる改革に邁進されることを望みま
す。
とりわけ、日本再生が喫緊の課題と
されている中、現在検討が進められて
いる平成２４年度補正予算及び平成２５年
度予算については、これらの速やかな
編成等を通じ、切れ目のない万全の措
置を講じられるよう要請します。
国と地方が連携・協力してこそ日本
の再生は実現できるのであり、地方も責任を持って、新内閣とともに
経済再生・国民生活の安定に積極的に取り組んでまいります。

１．平成２４年度補正予算
地域経済の回復なくして、日本経済の再生はない。予定される大
規模補正予算においては、全国的な防災・減災対策、成長分野等へ
の重点投資、中小企業経営や雇用確保等に対するきめ細かな支援、
農林水産業の活性化等、以下のような地域経済の活性化対策を効果
的に講じていただきたい。
また、これらの施策を短期間に円滑に実施するため、地域の実情
に応じた柔軟に執行できる地方財源の確保に配慮いただきたい。
○ 東日本大震災からの早期復興や原発事故対策に必要な予算を確
保すること。また、効果的な公共事業の実施や老朽インフラの
再生等を含めた日本全体の防災・減災対策を強化・加速させる
こと。さらに、病院、学校、社会福祉施設等の耐震化の推進の
ための予算を重点的に確保すること。

○ 地域経済を支える中小企業に対する経営・金融支援を充実する
こと。また、地域での雇用確保対策を行うため、雇用創出基金
が地域経済を下支えしていることを踏まえ、地域の創意工夫を
活かして実現する新たな基金制度等を創設すること。

○ 成長分野や医療・福祉、教育への重点投資を図り、再生可能エ
ネルギーや資源確保のためのエネルギー・環境分野はもとよ
り、高度医療、高齢者等への社会保障サービス、グローバル人
材の育成、観光促進や社会全体のＩＣＴ化などに予算を重点配
分すること。

○ 地域間格差の是正に向けた農林水産業や農山漁村の再生・活性
化の推進、農商工連携等への重点配分を図ること。

○ 地方の自主的な取り組みを支援するための、補正予算に伴う地
方負担に対する新たな交付金や、経済対策を切れ目なく講じる
ための、地方がきめ細かに活用できる新たな交付金の創設など、
地方の円滑な事業実施を可能とするために十分な地方財源を確
保すること。

２．平成２５年度予算及び税制改正
社会保障関係経費の増等による厳しい地方財政の状況を踏まえ、
地方税、地方交付税等の一般財源の総額について、実質的に平成２４
年度の水準を下回らないように確保していただきたい。なお、地方
はこれまで給与の独自削減や人員削減を行うなど既に国を上回る不
断の行革を実施していることや地域経済の状況も考慮いただき、地
方において自主的かつ適切な対応が図れるよう、地方交付税総額の
確保に十分配慮いただきたい。
また、国の予算の動向は地方の予算編成に大きな影響を与えるこ
とから、可能な限り早期の予算編成に努めていただきたい。
現行の地方税収が厳しい状況にあることなどを踏まえ、税制改正
に当たっては、地方の財政運営に十分配慮して制度設計をしていた
だきたい。特に、地球温暖化対策のための税の使途を森林吸収源対
策にも拡大するとともに、その一部を地方財源化するなど、地方の
役割等に応じた税財源を確保する仕組みを構築すべきである。また、
自動車取得税及び自動車重量税については、基本的に堅持すべきで
あり、具体的な代替税財源を示すことなく見直すことは断じてあっ
てはならない。
さらに、地域自主戦略交付金の見直しについては、地域経済に悪
影響を与えることのないよう事業の継続性に配慮するとともに、地
方の意見を十分反映するものとしていただきたい。

３．国と地方の協議の場の積極的な活用
効果的な施策立案・実施のためにも、早期に「国と地方の協議の
場」を開催し、現場を担う地方の意見を適切に反映していただきた
い。

平成２５年１月８日
地方六団体

全 国 知 事 会 会 長 山田 啓二
全国都道府県議会議長会会長 山本 教和
全 国 市 長 会 会 長 森 民夫
全 国 市 議 会 議 長 会 会 長 関谷 博
全 国 町 村 会 会 長 藤原 忠彦
全国町村議会議長会会長 �橋 正

総
務
省
は
平
成
２５
年
１
月
１
日

付
で
「
平
成
２５
年
中
に
お
け
る
地

方
公
共
団
体
の
議
会
の
議
員
及
び

長
の
任
期
満
了
に
関
す
る
調
」
を

公
表
し
た
。
調
査
は
平
成
２４
年
１１

月
１
日
現
在
に
お
け
る
都
道
府

県
、
市
区
、
町
村
の
全
１
７
８
９

団
体
を
対
象
に
実
施
さ
れ
た
。

調
査
の
結
果
、
首
長
、
議
会
議

員
ど
ち
ら
か
が
任
期
満
了
を
迎
え

る
団
体
の
比
率
は
１
７
８
９
団
体

中
、
２３
・
１
％
と
な
っ
た
。
首
長

で
は
５
０
１
団
体
、
議
会
議
員
で

は
３
２
５
団
体
が
任
期
満
了
を
迎

え
る
。
議
会
議
員
の
う
ち
市
区
８

１
１
団
体
で
は
１
６
０
団
体
が
任

期
満
了
を
迎
え
る
こ
と
と
な
る
。

任
期
満
了
を
迎
え
る
市
区
議
会

議
員
に
つ
い
て
都
道
府
県
別
の
団

体
数
を
み
る
と
▽
静
岡
県
▽
兵
庫

県
▽
岡

山

県
―
が
８
団

体

と

最

多
。
次
い
で
長
崎
県
が
７
団
体
と

続
く
。
任
期
満
了
に
該
当
し
な
い

市
区
議
会
は
▽
青
森
県
▽
福
島
県

▽
高
知
県
―
の
３
団
体
。

市
区
議
会
議
員
が
任
期
満
了
を

迎
え
る
時
期
を
月
別
で
み
る
と
、

４
月
が
３９
団
体
で
最
多
と
な
っ

た
。
次
い
で
１０
月
が
３０
団
体
、
１１

月
が
２３
団
体
と
続
く
。

市市
区区
議議
はは
��
��
��
団団
体体

自
治
体
の
任
期
満
了
調
べ
―
総
務
省

市区議会議員の任期満了
（平成２４年１１月１日現在）

任 期 満 了
団 体 数
２
‐
１
３
５
２
‐
１
２
１
６
３
３（１）
１
４
５
６
１
２
３
３
８
２
６
６
１
５
８
５
３
１
４
８
４
３
３
２
６
‐
１
３
７
４
５
１
６
４
１６０（１）

※東京都特別区は、市区欄に（ ）で内書
きした。

団 体 数

３５
１０
１３
１３
１３
１３
１３
３２
１４
１２
４０
３６
４９（２３）
１９
２０
１０
１１
９
１３
１９
２１
２３
３８
１４
１３
１５
３３
２９
１２
９
４
８
１５
１４
１３
８
８
１１
１１
２８
１０
１３
１４
１４
９
１９
１１
８１１（２３）

区 分

北 海 道
青 森
岩 手
宮 城
秋 田
山 形
福 島
茨 城
栃 木
群 馬
埼 玉
千 葉
東 京
神 奈 川
新 潟
富 山
石 川
福 井
山 梨
長 野
岐 阜
静 岡
愛 知
三 重
滋 賀
京 都
大 阪
兵 庫
奈 良
和 歌 山
鳥 取
島 根
岡 山
広 島
山 口
徳 島
香 川
愛 媛
高 知
福 岡
佐 賀
長 崎
熊 本
大 分
宮 崎
鹿 児 島
沖 縄
合 計

（３） 平成２５年１月２５日 第１８５７号（第三種郵便物認可）全 国 市 議 会 旬 報
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新新
成成
人人
のの
人人
口口
はは
１１
２２
２２
万万
人人

平
成
２４
年
１
月
か
ら
１２
月
ま
で

の
間
で
新
た
に
成
人
に
達
し
た
人

口
（
平
成
２５
年
１
月
１
日
現
在
２０

歳
の
人
口
）
は
１
２
２
万
人
。
内

訳
は
、
男
性
６３
万
人
、
女
性
５９
万

人
。
女
性
１
０
０
人
に
対
す
る
男

性
の
数
は
１
０
５
・
４
人
と
な
っ

た
。新

成
人
人
口
に
つ
い
て
、
推
計

を
開
始
し
た
昭
和
４３
年
か
ら
の
推

移
を
み
る
と
、
第
一
次
ベ
ビ
ー
ブ

ー
ム
世
代
の
昭
和
２４
年
生
ま
れ
の

人
が
、
成
人
に
達
し
た
昭
和
４５
年

が
２
４
６
万
人
と
最
多
。
そ
の
後

は
減
少
傾
向
に
あ
り
、
第
二
次
ベ

ビ
ー
ブ
ー
ム
世
代
の
人
が
成
人
に

達
し
た
時
に
２
０
０
万
人
台
と
な

っ
た
が
、
平
成
７
年
よ
り
再
び
減

少
。
以
降
、
現
在
に
至
る
ま
で
減

少
傾
向
と
な
っ
て
い
る
�
表
�
参

照
。な

お
、
平
成
２５
年
の
新
成
人
人

口
の
総
人
口
に
占
め
る
割
合
は
０

・
９６
％
と
な
っ
て
お
り
、
過
去
最

少
だ
っ
た
前
年
と
比
べ
同
じ
値
と

な
っ
た
。
総
人
口
に
占
め
る
割
合

は
３
年
連
続
で
１
％
を
割
り
込
ん

で
い
る
。

巳巳
年年
生生
まま
れれ
のの
人人
口口
はは
１１
００
２２
００
万万
人人

巳
年
生
ま
れ
の
人
口
は
１
０
２

０
万
人
と
な
っ
た
。
内
訳
は
、
男

性
４
９
４
万
人
、
女
性
５
２
６
万

人
。
女
性
が
男
性
よ
り
３２
万
人
多

い
こ
と
が
分
か
っ
た
。
巳
年
生
ま

れ
の
人
口
が
総
人
口
１
億
２
７
４

７
万
人
に
占
め
る
割
合
は
８
・
０

％
と
い
う
結
果
と
な
っ
た
。

巳
年
生
ま
れ
の
人
口
出
生
年
別

に
み
る
と
、
昭
和
４０
年
生
ま
れ
が

１
７
８
万
人
と
最
多
と
な
っ
て
お

り
、
次
い
で
昭
和
５２
年
生
ま
れ
が

１
７
１
万
人
、
昭
和
２８
年
生
ま
れ

が
１
６
８
万
人
と
続
く
。
な
お
、

平
成
２５
年
以
前
の
直
近
の
巳
年
は

平
成
１３
年
。
そ
の
年
の
出
生
人
口

は
１
１
６
万
人
と
な
っ
た
。

十
二
支
別
に
み
る
と
、
巳
年
生

ま
れ
は
１０
番
目
に
人
口
規
模
が
多

い
干
支
で
あ
る
と
分
か
っ
た
。

な
お
、
十
二
支
の
う
ち
、
人
口

規
模
が
最
も
大
き
い
干
支
は
丑
年

で
、
１
１
４
５
万
人
に
達
す
る
。

次
い
で
子
年
が
１
１
２
７
万
人
、

辰
年
が
１
１
１
６
万
人
と
続
く
�

表
�
参
照
。

今
年
の
成
人
の
日
は
１
月
１４
日
。
全
国
各
地
で
成
人
式
が
開
か

れ
、
新
成
人
の
新
た
な
門
出
を
祝
福
し
た
。
晴
れ
て
大
人
の
仲
間
入

り
を
果
た
し
た
新
成
人
の
人
口
は
、
そ
の
年
の
干
支
の
人
口
と
と
も

に
毎
年
、
総
務
省
が
推
計
し
公
表
し
て
い
る
。
本
紙
４
面
で
は
、
推

計
結
果
の
概
要
を
掲
載
す
る
。

総
務
省
が
ま
と
め
た
推
計
結
果
の
題
名
は
「
『
巳
年
生
ま
れ
』
と

『
新
成
人
』
の
人
口
―
平
成
２５
年
新
年
に
ち
な
ん
で
―
（
『
人
口
推
計
』

か
ら
）
」
。
平
成
２４
年
１２
月
３１
日
付
で
総
務
省
Ｈ
Ｐ
に
公
表
さ
れ
た
。

こ
の
結
果
は
、
平
成
２５
年
１
月
１
日
現
在
に
お
け
る
巳
年
生
ま
れ
の

人
口
と
あ
わ
せ
、
巳
年
と
な
っ
た
今
年
の
成
人
の
日
に
成
人
式
を
迎

え
た
新
成
人
の
人
口
を
推
計
し
た
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

▽
１
月
２８
日

全
国
市
議
会
議
長

会
�
正
副
会
長
会
議
（
午
後
３

時
半
、
太
宰
府
市
）

▽
１
月
２８
日

全
国
自
治
体
病
院

経
営
都
市
議
会
協
議
会
�
平
成

２５
年
度
政
府
予
算
編
成
に
対
す

る
実
行
運
動
（
午
前
１１
時
半
、

東
京
・
全
国
都
市
会
館
）

▽
１
月
２９
日

建
設
運
輸
委
員
会

�
委
員
会
（
午
後
１
時
半
、
東

京
・
全
国
町
村
会
館
）

▽
１
月
３０
日

産
業
経
済
委
員
会

�
正
副
委
員
長
会
議
（
午
後
１

時
半
、
大
和
郡
山
市
）

▽
１
月
３０
日

都
市
行
政
問
題
研

究
会
�
調
査
幹
事
会
（
午
後
３

時
、
東
京
・
ル
ポ
ー
ル
麹
町
）

▽
２
月
５
日

市
議
会
議
員
共
済

会
�
理
事
会
（
午
前
１１
時
、
東

京
・
都

市

セ

ン

タ

ー

ホ

テ

ル
）
、
代
議
員
会
（
午
後
１
時

半
、
同
）

▽
２
月
５
日

全
国
市
議
会
議
長

会
�
相

談

役

会

議
（
午

後
３

時
、
東
京
・
都
市
セ
ン
タ
ー
ホ

テ
ル
）

▽
２
月
６
日

全
国
市
議
会
議
長

会
�
部

会

長

会

議
（
午

前
１０

時
、
東
京
・
全
国
都
市
会
館
）
、

理
事
会
（
午
前
１１
時
半
、
同
）
、

評
議
員
会
（
午
後
２
時
、
東
京

・
都
市
セ
ン
タ
ー
ホ
テ
ル
）

▽
２
月
７
日

東
日
本
大
震
災
実

行
運
動
（
午
前
９
時
、
東
京
・

都
市
セ
ン
タ
ー
ホ
テ
ル
）

▽
２
月
７
日

全
国
市
議
会
議
長

会
基
地
協
議
会
�
総
会
（
午
後

２
時
半
、
東
京
・
都
市
セ
ン
タ

ー
ホ
テ
ル
）

▽
２
月
７
日

北
方
領
土
返
還
要

求
全
国
大
会
（
午
前
１１
時
２０
分
、

区
立
新
宿
文
化
セ
ン
タ
ー
）

行行
事事
予予
定定

表① 新成人人口の推移（各年１月１日現在）

巳
年
生
ま
れ
と
新
成
人
の
人
口

総総
務務
省省
がが
推推
計計
公公
表表

表② 十二支別人口
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